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自己株式の消却に関するお知らせ 

（会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却） 

 
当社は、2026年４月10日開催の取締会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を

行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１.自己株式の消却の内容  

当社は、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため、次のとおり自己株式を消却いたします。 

消却する株式の種類 当社普通株式 

消却する株式の数 2,000,000株 

(消却前の発行済株式総数に対する割合 7.19％) 

消却予定日 2026年４月28日 

 

（ご参考） 

消却後の発行済株式総数 25,803,600株 

消却後の自己株式総数 339,269株 

（消却後の発行済株式総数に対する割合 1.31％） 

消却後の自己株式所有目的 役員向け譲渡制限付株式報酬及び従業員向け譲渡制限付株式

報酬に使用する予定です。 

 

 

以 上 


